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市
役
所
か
ら

三
和
図
書
館
資
料
館
の
空
調
工
事

　
工
事
期
間
中
は
休
館
に
な
り
ま
す
。

詳
細
は
、
古
河
市
立
図
書
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

期
間　
９
月
30
日
㈬
ま
で(
予
定)

問　
三
和
図
書
館
資
料
館

℡
７
５
‐
１
５
１
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
の
た
め
休
日
開
庁
し
ま
す

　
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
書
類
を

指
定
の
交
付
場
所
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
ま
す
。

期
日
・
場
所

5
月
３
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
室

５
月
10
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
室

５
月
24
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
課

時
間　
８
時
30
分
～
11
時
30
分
、
13
時

～
16
時
45
分

問　

市
民
総
合
窓
口
課

市
民
総
ぐ
る
み
清
掃

日
時　
５
月
17
日
㈰
8
時

※
荒
天
時
は
24
日
㈰
に
実
施
。　

問　

環
境
課

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保
険

料
が
免
除
に
な
り
ま
す

　
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
が
出
産

す
る
場
合
、
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産

日
が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
4
カ
月
間

の
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
な
お
多

胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定
日
ま
た

は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
3
カ
月
前
か

ら
6
カ
月
間
の
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま

す
。

　
免
除
が
認
め
ら
れ
た
期
間
は
、
保
険

料
を
納
め
た
期
間
と
し
て
扱
わ
れ
ま

す
。
利
用
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

申
込
・
問　

国
保
年
金
課
、
下
館

年
金
事
務
所
℡
０
２
９
６
‐
２
５
‐

０
８
２
９

市
・
県
民
税
の

納
付
方
法
の
ご
確
認
を

　
令
和
８
年
度
市
・
県
民
税
の
納
税
通

知
書
を
6
月
に
発
送
し
ま
す
。
納
付
方

法
を
変
更
す
る
場
合
、
口
座
振
替
依
頼

書
で
の
申
し
込
み
は
５
月
29
日
ま
で

に
、
ペ
イ
ジ
ー
・
Ｗ
ｅ
ｂ
口
座
振
替
受

付
サ
ー
ビ
ス
で
の
申
し
込
み
は
6
月
10

日
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
の
時
期
に
よ
っ
て
は
、
変
更
後

の
納
付
方
法
が
納
税
通
知
書
に
記
載
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
口
座
振
替
依
頼
書
・
廃
止
届
は
市
役

所
各
庁
舎
と
市
内
金
融
機
関
に
備
え
つ

け
が
あ
る
ほ
か
、
申
し
込
み
手
続
き
は

郵
送
で
も
可
能
で
す
。

●
納
付
書
納
付
→
口
座
振
替

●
振
替
方
法
の
変
更(

全
納
↕
期
別)

、

金
融
機
関
の
変
更

口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出
、
ま
た
は
ペ

イ
ジ
ー
・
Ｗ
ｅ
ｂ
口
座
振
替
受
付
サ
ー

ビ
ス
で
申
し
込
み

●
口
座
振
替
→
納
付
書
納
付

口
座
振
替
廃
止
届
を
提
出

問　

収
納
課

軽
自
動
車
税
の
減
免
受
け
付
け

対
象　
次
の
①
～
③
い
ず
れ
か
を
満
た

す
軽
自
動
車

①
障
が
い
の
あ
る
人
が
使
用(

所
有)

す

る
軽
自
動
車
、
ま
た
は
障
が
い
の
あ
る

人
の
た
め
に
生
計
を
一
に
す
る
人
が
使

用(
所
有)

す
る
軽
自
動
車
で
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
も
の

②
軽
自
動
車
の
構
造
が
、
身
体
障
が
い

者
の
利
用
に
役
立
て
る
た
め
の
も
の

③
社
会
福
祉
法
人
が
所
有
し
、
本
来
の

案
内
を
配
布
す
る
た
め
、
法
令
等
に
基

づ
き
自
衛
隊
に
対
象
者
情
報(

氏
名
、

住
所
、
生
年
月
日
、
性
別)

を
提
供
し

て
い
ま
す
。
提
供
を
望
ま
な
い
人
は
申

請
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
細
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象　
4
月
2
日
～
令
和
９
年
4
月
1

日
に
、
18
歳
お
よ
び
22
歳
に
到
達
す
る

市
内
在
住
の
人(

日
本
人
住
民
に
限
る)

申
込
・
問　
6
月
１
日
㈪
ま
で
に
除
外

申
出
書
と
必
要
書
類
を
提
出

総
務
課

都
市
計
画
に
関
す
る
案
の
縦
覧

案
件　
①
「
古
河
都
市
計
画
都
市
計
画

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方

針
」、
区
域
区
分
の
変
更(

仁
連
地
区)

②
用
途
地
域
の
変
更
、
地
区
計
画
の
変

更
、
下
水
道
の
変
更

縦
覧
期
間　
５
月
７
日
㈭
～
21
日
㈭

縦
覧
場
所　
①
②

都
市
計
画
課
、
①

茨
城
県
都
市
計
画
課

意
見
書
提
出
期
限　
５
月
21
日
㈭

※
様
式
は
縦
覧
場
所
、
県
・
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

申
込
・
問　

①
②

都
市
計
画
課
①

茨
城
県
都
市
計
画
課(

〒
３
１
０
‐

８
５
５
５
水
戸
市
笠
原
町
９
７
８
‐

６)

℡
０
２
９
‐
３
０
１
‐
４
５
９
２

自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
の

一
部
を
助
成
し
ま
す

対
象　
市
内
在
住
の
平
成
20
年
4
月
2

日
以
降
生
ま
れ
の
児
童
生
徒
ま
た
は
65

歳
以
上
で
、
安
全
基
準
に
適
合
し
た
新

品
の
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
４
月
１

日
以
降
に
購
入
し
た
人

助
成
額　
1
個
に
つ
き
購
入
費
用
の
2

分
の
1
ま
で(

上
限
２
千
円
、
１
０
０

円
未
満
は
切
り
捨
て)

申
込　
令
和
９
年
3
月
31
日
㈬
ま
で
に

申
請
書
と
必
要
書
類
を

交
通
防
犯

課
、

市
民
総
合
窓
口
室
へ
提
出

問　

交
通
防
犯
課

公
共
下
水
道
の
処
理
区
域
が
拡
大

(

供
用
開
始)

供
用
開
始
区
域　

大
山
・
中
田
・
大

堤
・
東
山
田
・
古
河
駅
東
部
土
地
区
画

整
理
事
業
地
内
の
各
一
部

■
供
用
開
始
区
域
内
の
皆
さ
ん
へ

　
3
年
以
内
に
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
か

ら
水
洗
ト
イ
レ
へ
改
造
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
接
続
工
事
は
、
市
の
指
定
工

事
店
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
公
共
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
の

新
規
賦
課

　
供
用
開
始
区
域
で
は
、
受
益
者
負
担

金
が
新
た
に
賦
課
さ
れ
ま
す
。
該
当
者

に
は
5
月
上
旬
に
申
告
書
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
内
容
を
確
認
し
市
へ
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。
受
益
者
負
担
金
は
7
月

か
ら
の
納
付
と
な
る
の
で
、
分
割(

5

年
間)

ま
た
は
一
括(

一
括
納
付
報
奨
金

制
度
あ
り)

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問　

下
水
道
課

犬
猫
の
不
妊
去
勢
手
術
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

　
飼
い
犬
・
猫
の
不
妊
去
勢
手
術
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す(

先
着
、
予
約

不
可)

。

補
助
金
額

・
不
妊
手
術(

雌)

：
１
頭(

匹)

4
千
円

・
去
勢
手
術(

雄)

：
１
頭(

匹)

3
千
円

申
込　
手
術
日(

４
月
１
日
以
降
に
実

施
し
た
も
の)

か
ら
30
日
以
内
に
、
証

明
書
ま
た
は
領
収
書
を
添
付
し
た
申
請

書
を
提
出

※
対
象
な
ど
の
詳
細
は
、
市
内
動
物
病

院
と
申
込
場
所
で
配
布
し
て
い
る
申
請

書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま
す
。

申
込
場
所　

環
境
課
、

市
民
総

合
窓
口
課
、

市
民
総
合
窓
口
室

※
郵
送
は

環
境
課
宛
て
。

問　

環
境
課

　市施設の新しい愛称が決定しました
　市の施設について、ネーミングライツのパートナー企業と新しい愛称が決定しました。市民の皆さんに
とって親しみやすい施設となるよう、新しい愛称を広く周知していきます。
問　 財産活用課

対象施設 新愛称 パートナー企業名 期間

新規 古河市三和野球場 並木保険三和野球場 ㈲並木保険企画
令和8年
4月1日～

【5年間】

更新 古河スポーツ交流センター エイブルスポーツ
交流センター ㈱ジーアールエステート

令和8年
4月1日～

【4年間】

事
業
目
的(

障
が
い
者
等
の
訪
問
介
護

や
送
迎
等)

に
使
用
す
る
も
の

申
込
場
所　

市
民
税
課
、

市
民

総
合
窓
口
課
、

市
民
総
合
窓
口
室

申
込
期
限　
６
月
１
日
㈪

問　

市
民
税
課

令
和
８
年
度
特
別
障
害
者
手
当
等

と
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
額

①
特
別
障
害
者
手
当

月
額
３
万
４
５
０
円

②
障
害
児
福
祉
手
当

月
額
１
万
６
５
６
０
円

③
特
別
児
童
扶
養
手
当

１
級
：
月
額
５
万
８
４
５
０
円

２
級
：
月
額
３
万
８
９
３
０
円

④
在
宅
心
身
障
害
児
福
祉
手
当

月
額
３
千
円

※
①
②
③
は
、
年
1
回
所
得
状
況
の
確

認
を
行
い
ま
す
。
④
は
②
と
の
併
給
は

で
き
ま
せ
ん
。

問　

障
が
い
福
祉
課

℡
９
２
‐
４
９
１
９

自
衛
隊
へ
の
情
報
提
供
を

望
ま
な
い
人
へ

　
市
で
は
自
衛
隊
職
員
が
自
衛
官
募
集

県HP

市HP


